
様式第１号（第６条関係） 

令和５年度 就学援助申請書（世帯票） 
 

 

                               令和  年   月   日 
 

荒 尾 市 教 育 委 員 会 宛て 
 
 
経済的理由により就学援助を受けたいので、関係書類を添えて申請します。 
 
※太枠中の必要事項(裏面含む｡)を記入の上、学校又は教育委員会へ提出してください。 

 

申請者 
(保護者) 

氏 名  
電話番号 

（携帯電話） 
－    － 

（    －    －     ） 

住 所  

申請の状況 □ 新規     □ 継続（令和４年度に就学援助を受けた。） 

対象児童

又は生徒 

学校    年生 氏名 学校    年生 氏名 

学校    年生 氏名 学校    年生 氏名 

世

帯

の

状

況 

（
世
帯
全
員
分
を
記
入
） 

氏名 生年月日 職業等 
令和５年１月１日 現在 
の住民登録 

 
昭和・平成・令和・西暦 

年  月  日 

会社員 自営 学生 
アルバイト等 無職 
その他(      ) 

市内・市外 

 
昭和・平成・令和・西暦 

年  月  日 

会社員 自営 学生 
アルバイト等 無職 
その他(      ) 

市内・市外 

 
昭和・平成・令和・西暦 

年  月  日 

会社員 自営 学生 
アルバイト等 無職 
その他(      ) 

市内・市外 

 
昭和・平成・令和・西暦 

年  月  日 

会社員 自営 学生 
アルバイト等 無職 
その他(      ) 

市内・市外 

 
昭和・平成・令和・西暦 

年  月  日 

会社員 自営 学生 
アルバイト等 無職 
その他(      ) 

市内・市外 

 
昭和・平成・令和・西暦 

年  月  日 

会社員 自営 学生 
アルバイト等 無職 
その他(      ) 

市内・市外 

 
昭和・平成・令和・西暦 

年  月  日 

会社員 自営 学生 
アルバイト等 無職 
その他(      ) 

市内・市外 

 
昭和・平成・令和・西暦 

年  月  日 

会社員 自営 学生 
アルバイト等 無職 
その他(      ) 

市内・市外 

 
昭和・平成・令和・西暦 

年  月  日 

会社員 自営 学生 
アルバイト等 無職 
その他(      ) 

市内・市外 

 
昭和・平成・令和・西暦 

年  月  日 

会社員 自営 学生 
アルバイト等 無職 
その他(      ) 

市内・市外 

 

裏面にも記入欄があります。 ⇒ 



 【申請理由】 

次の項目について、申請者が前年度又は本年度の状況で該当するもの 

を選び、□にチェックをしてください。 

□ 生活保護の停止又は廃止の決定を受けた。（※停止又は廃止決定通知書の写しを添付してください。） 

□ 個人の事業税の減免を受けている。（※減免通知書の写しを添付してください。） 

□ 固定資産税の減免（天災等によるもの）を受けている。（※減免通知書の写しを添付してください。） 

□ 国民年金保険料の免除（全額）を受けている。（※免除承認通知書等の写しを添付してください。） 

□ 国民健康保険料（税）の減免又は徴収の猶予を受けている。（※減免通知書等の写しを添付してくださ

い。） 

□ 児童扶養手当の支給を受けている。（※児童扶養手当証書の写しを添付してください。） 

□ 生活福祉資金の貸付けを受けている。（※貸付内容が分かる書類、通帳等の写しを添付してください。） 

□ 市町村民税の非課税措置又は減免を受けている。（※教育委員会が必要と認める書類を添付してく

ださい。） 

□ 主な生計維持者の休職、失業又は死亡により、家計が急変した。（※教育委員会が必要と認める書類を

添付してください。） 

□ 火災、風水害、震災その他の災害にあった。（※教育委員会が必要と認める書類を添付してください。） 

□ 上記に該当しないが、経済的な理由で就学費用に困っている。（※個人番号が記載された書類その他教

育委員会が必要と認める書類を添付してください。） 

 
同  意  書 

１  申請に伴い、申請者及び世帯員の収入状況、課税状況、住民基本台帳、年金及び児童扶養手当の受給状況
について、教育委員会が関係機関を通じて調査･照会することに同意します。 

２ 受給資格者として認定されない場合があることを承諾します。 

３ 審査結果について、教育委員会から各学校へ通知することに同意します。 

４  この申請書の記載事項に相違があるにもかかわらず受給資格者として認定された場合、教育委員会から認定の
取消し及び支給停止の措置を受けても異議ありません。 

５  申請書の記載内容に変更が生じた場合は、速やかに届け出ます。また、婚姻や離婚等により世帯員の異動があ
った場合は、速やかに届け出るとともに、必要書類を提出します。 

６  学用品費･給食費･修学旅行費等就学援助支給費目の学校納付金を滞納した場合、就学援助費を学校納付金
に充当することに異議ありません。 

７ 就学援助制度の趣旨に沿って、就学援助費を適正に使用します。 

                 令和  年   月   日              
 

 申請者氏名                  

 ※署名又は記名押印 

 


